
様式第 ２号（第１２条関係）

  集  落  排  水  事  業  用

福山市上下水道事業管理者　様

排水設備の新設等の工事を完了したので、福山市集落排水処理施設条例第12条第１項の規定により、

 次のとおり届出します。

１　排水設備工事完了届・集落排水処理施設使用（開始・休止・廃止）届は、工事完了から５日以内に提出すること。

２　集落排水処理施設使用（開始・休止・廃止）届は、該当する項目 を○で囲むこと。

３　浄化槽廃止後は、福山市環境部環境保全課へ浄化槽廃止届を提出すること。

この書類は、経営管理部お客さまサービス課で保管（一部電算処理）します。

ここから下は、記入しないでください。

地　　区　　名 本浦・浦友地区　　　　　　　内海東部地区　　　　　　　内海西部地区

検査員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　

上記について、検査の結果、合格と認め検査済証を交付します。

住　所

　福 山 市

注 意 事 項

 次　長 課　長主　 務

工 　事 　区　 分

ふりがな

　新築　 ・　 建替　（接続済・未接続） 　・　　増築　　・　　 汲み取り改造

課　 員

工 事 業 者 名

完 了 届 検 査 年 月 日

完 了 届 受 付 年 月 日

責 任 技 術 者 名

　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　

使 用 開 始 年 月 日 年　　　 月　　　 日

名　前

　浄化槽廃止　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工 事 完 了 年 月 日 年　　　 月　　　 日

排 水 設 備 工 事 完 了 届
確認番号 第　　　　　　　　　　号

年　　　月　　　日　提出

設　　　置　　　者

設 　置 　場　 所


